
 

日 薬 業 発 第 5 9 号 

令和５年５月 22 日 

都道府県薬剤師会 担当役員 殿 

 

日 本 薬 剤 師 会 

副 会 長  森  昌 平 

 

 

「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う 

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」に

かかる疑義解釈資料の送付について（その３） 

 

標記について、厚生労働省保険局医療課から別添のとおり連絡がありました

のでお知らせいたします。   

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナ

ウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いの疑義解釈資料につきまし

ては、令和５年４月 24 日付け日薬業発第 32 号にてお知らせしたところですが、

今般、別添のとおり追加の疑義解釈が示されました。 

また、本件については令和５年５月１日付け日薬業発第 40 号でもお知らせし

たところですが、この度の疑義解釈とあわせて貴会会員へご周知くださいます

よう宜しくお願い申し上げます。 

なお、これら資料につきましては、以下の URL から閲覧が可能なほか、本会

ホームページにも後日掲載予定であることを申し添えます。 

 

〇自治体・医療機関向けの情報一覧（事務連絡等）（新型コロナウイルス感染

症）2023 年 

厚生労働省ホームページ > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 

> 健康 > 感染症情報 > 新型コロナウイルス感染症について > 自治体・医療

機関向けの情報一覧（事務連絡等）（新型コロナウイルス感染症）2023 年 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html 



事 務 連 絡 

令和５年５月 17 日 

 

関 係 団 体  御中 

 

 

厚生労働省保険局医療課 

 

 

「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う 

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」 

にかかる疑義解釈資料の送付について（その３） 

 

 

 

標記につきまして、別紙のとおり、地方厚生(支)局医療課、都道府県民生主管

部(局)国民健康保険主管課(部)及び都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高

齢者医療主管課(部)あて通知するとともに、別添団体各位に協力を依頼しまし

たので、貴団体におかれましても、関係者に対し周知を図られますようお願いい

たします。 

 

 

 



事 務 連 絡 

令和５年５月 17 日 

 

地方厚生（支）局医療課 

都道府県民生主管部（局） 

 国民健康保険主管課（部） 

都道府県後期高齢者医療主管部（局） 

後期高齢者医療主管課（部） 

 

 

厚生労働省保険局医療課 

 

 

「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う 

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」 

にかかる疑義解釈資料の送付について（その３） 

 

 

「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更に伴う医療提供体制及び公費

支援の見直し等について」（令和５年３月10日新型コロナウイルス感染症対策本部決定）を

踏まえ、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う公費支援の費用

の請求に関する診療報酬明細書の記載等について」（令和５年３月20日付け保医発0320第１

号厚生労働省保険局医療課長通知）、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ

の変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」（令

和５年３月31日付け保険局医療課事務連絡）及び「新型コロナウイルス感染症の感染症法上

の位置づけの変更に伴う施設基準等に関する臨時的な取扱いについて」（令和５年４月６日

付け保険局医療課事務連絡）において、診療報酬上の取扱い等について示したところである

が、これらに記載された内容等について、別添のとおり疑義解釈を取りまとめたので、その

取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関に対し周知徹底を図られたい。 

 

 

御中 



（別添） 

1 

 

問１ 保険医が新型コロナウイルス感染症治療薬（ラゲブリオカプセル 

200mg、パキロビッドパック 600 及びパキロビッドパック 300、ゾコーバ

錠 125mg、ベクルリー点滴静注用 100mg。以下同じ。）についての処方箋

を交付する際、当該処方箋に公費負担者番号及び公費負担医療の受給者番

号を記載する必要はあるか。 

（答）できる限り記載すること。なお、記載にあたっては、「新型コロナウイル

ス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う公費支援の費用の請求に関

する診療報酬明細書の記載等について」（令和５年３月 20 日付け保医発

0320 第１号厚生労働省保険局医療課長通知。以下、「令和５年３月 20 日

医療課長通知」という。）を参照すること。 

 

問２ 保険薬局において新型コロナウイルス感染症治療薬が処方された処

方箋を受け付けた際、当該処方箋に公費負担者番号及び公費負担医療の受

給者番号の記載がない場合、どのように取り扱えばよいか。 

（答）「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提

供体制の移行及び公費支援の具体的内容について」（令和５年３月 17 日付

け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡。令和５年

５月 16 日最終改正。）のとおり、新型コロナウイルス感染症治療薬の薬剤

料に係る費用は全額公費支援の対象とされている。 

したがって、処方箋に公費負担者番号等の記載がない場合であっても、

令和５年３月 20 日医療課長通知を踏まえ、保険薬局において公費負担者番

号等を調剤報酬明細書へ記載するなど、一部負担金の計算を含めて適切に

費用の請求について取り扱われたい。 

 

（参考） 

・「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う 医療提供

体制の移行及び公費支援の具体的内容について」（令和５年３月 17 日付け厚

生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡。令和５年５月 16

日最終改正。） 

https://www.mhlw.go.jp/content/001097047.pdf 

 

・「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う公費支援の

費用の請求に関する診療報酬明細書の記載等について」（令和５年３月 20 日

付け保医発 0320 第１号厚生労働省保険局医療課長通知） 

https://www.mhlw.go.jp/content/001077088.pdf 


